
加盟 国体殿

日薬連発第 546号

2 0 1 9年 7月2日

日本製薬団体連合会

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の公布に

ついて(通知)

標記につき、令和元年6月28日付けにて厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・

麻薬対策課長より通知が発出されました。(日薬連会長宛:薬生監麻発 0628第 1号)

つきましては、本件につき貴会会員に周知頂きたく御連絡申し上げます。



日本製薬団体連合会会長 殿

薬生監麻発 0628第 1号

令和元年 6月 28 日

厚生労働省医薬・生活衛生局

監 視 指 導 ・ 麻 薬 対 策 課 長

(公印省略)

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等の公布に

ついて(通知)

本日、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第 47

号)等が公布されたことに伴い、各都道府県知事、各保健所設置市長及び各特

別区長宛てに、別添写しのとおり通知したので、内容を御了知の上、貴会会員

に周知されるようお願い申し上げます。



⑤ 
薬生発 0628第 7号

令和元年 6月 28日
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厚生労働省医薬・生活衛生局長

(公印省略)

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令等

の公布について(通知)

本日、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第 47

号。以下「改正政令」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部

を改正する省令(令和元年厚生労働省令第 23号)が公布されましたので、貴職

におかれましては、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知の

徹底と適切な指導をお願い申し上げます。

記

第 1 改正の趣旨

今般、国際連合事務総長より、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約(昭

和 39年条約第 22号)第 3条第 7項の規定に基づき、 4物質を附表 Iに、ま

た向精神薬に関する条約(平成 2年条約第 7号)第 2条第 7項の規定に基づ

き、 5物質を付表 Eに、それぞれ追加すること及び麻薬及び向精神薬の不正

取引の防止に関する国際連合条約(平成 4年条約第 6号)第 12条第 6項の規

定に基づき、 3物質を付表 Iに追加することが決定された旨の通告があった。

そのため、わが国でも、圏内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻

薬向精神薬原料を指定する政令(平成 2年政令第 238号。以下「麻薬等指定

政令Jという。)、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和 28年政令第 57号。

以下「施行令」とし寸。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和 28年
















